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はしがき

発展途上国では､環境政策を進めない限り長期的には国民の厚生水準が低下することが

先進国の経験から明白であっても､短期的には環境政策を進めることが経済成長率を低下

させる公算が高い｡また､先進国に比べて甘い環境基準を保つことは途上国の生産コス ト

を引き下げ輸出主導型の経済成長に有利 となるが､先進国との間にコス トの格差を原因と

する経済摩擦を引き起こす可能性を持っ｡ さらに､先進国における高い環境基準が､環境

汚染を引き起こす可能性のある製品の生産を､環境基準の相対的に甘い発展途上国へとシ

フ トさせ､この結果として､途上国での環境汚染の進行が加速 している｡

環境問題が地球規模に達するに至って､この状況は､発展途上国の内外的政策の選択に

関するジレンマにあるというにとどまらず､先進国にとっても途上国の環境政策は重大な

関心事となった｡ しかし､先進国自身がその発展途上段階でこのようなジレンマをほとん

ど経験することなくテイクオフ (成長-の離陸)を達成 してきたため､先進国側がこのジ

レンマ打開のための経験を十分に有するとはいえず､このことが､先進国にとって､途上

国が経済成長 と環境対策を両立させるための経済協力のあり方を考えるにあたって大きな

障害となっている｡

1978年の改革 ･開放政策以後､中国の経済は目覚しい経済成長を達成した｡郷鎮企業 (磨

村企業)はこの中国の経済成長に大きく関わってきた｡ しかし､これと同時に､郷鎮企業

(とりわけ郷鎮工業)による急速な環境の汚染が大きな社会経済問題 となったことは周知

のとおりである｡

本研究は､国家環境保護総局および中国の研究者と共同し､環境汚染の内陸部への拡散

状況を､郷鎮工業を対象 とする現地調査によって明らかにすることを試みるもので､平成

8-10年度文部省科学研究補助金 (国際学術研究)を受けて進められた｡調査結果に基づ

き､環境汚染の内陸部-の拡散を有効に阻止できる国内経済政策のあり方､および､地域

格差の大きい中国の環境問題の解決に向けて我が国のとるべき有効かつ効率的な協力 ｡援

助のあり方を明らかにすることが本研究の主たる目的をなす｡

平成 8年には､第 1回中国側訪 日調査 (H8.7.21･7.28)､および､第 1回 日本側訪中調査

仕Ⅰ8.ll.24-12.4)を実施 した.郷鎮工業の環境問題に関する研究論文を双方の研究者が報告

を行 うことで､郷鎮工業の環境問題に関し､ 日中の研究者間に､共同で調査 ･研究を進め

るための基本的な合意が形成されることが目指された｡さらに､中国における郷鎮工業に

対する環境政策､およびその実施状況については､国家環境保護局 (当時)における聞き

取 り調査､天津市および河北省で現地調査を実施した｡現地調査および論文の交換を通 し､

郷鎮工業の設立 ･発展の経緯の中に､すでに環境問題が生じるメカニズムが存在 している

ことを明らかにした｡また新たに 1996年 8月に公表された中国国務院の 『環境保護に関

する若干の問題に対する決定』により中国における環境政策の基本方針が示され､郷鎮企

業の環境対策としては､規模が小さく環境対策の改善が進む見通しの低い 18類 15小の郷

鎮工業の操業停止を含む政府主導型の政策が進められていることなどの知見が得られた｡

郷鎮企業の業態が予想以上に複雑であり､郷鎮企業における環境の現状 と対策に関して

統計的に有意な分析結果を導出することが極めて困難であることが判明した｡これを踏ま

え､1997年度に実施予定のアンケ- ト調査に向けて､調査項目の選定､調査単位の選択な

どの再検討を開始 した｡

平成 9年度には､郷鎮工業を対象にしたアンケー ト調査の実施に当たり､まず､山東省

新泰市で予備調査を実施 した｡予備調査の集計結果を参考とし､雲南省西双版納州､昆明

市､江蘇省張家港市において､郷鎮工業アンケ-ト調査を主目的とする第2回訪中調査 (本

調査 H9.9.14･9.26)を実施 した｡同時に､天津市環境保護局､青島市環境保護局､および､



威海市環境保護局の協力を受け､これらの市においてもアンケート調査を実施した｡

平成 10年度は､予定研究年度の最終年に当たることから､各研究者がそれぞれの研究

を取りまとめる作業を進めた｡研究組織全体としては､訪 日調査および訪中調査を実施し､

3年間の研究成果の発表およびその検討を行った｡

第2回訪 日調査 (Hl1.1.24-1.29)では､名古屋大学において研究成果検討会 (チ-マ :

『中国における市場経済化の進展と環境問題』)を開催 し､郷鎮工業の環境問題の現状 と

環境対策の効果に関する分析結果を公表 した｡併せて､中国国家環境保護総局政策法規司

長彰近新氏による特別講演を実施 した｡さらに､中小企業の廃水処理施設､および関西地

区の環境関連機関の視察を行った｡第3回訪中調査 (班ll.2.23-2.28)では､国家環境保護

総局が主催する検討会において本研究の総括を行い､政策的提言および継続して行われる

べき将来の研究課題について国家環境保護総局関係者および中国側研究者との協議を実施

した｡

本研究は､ 1)郷鎮工業の環境に関する実態調査とその分析および 2)環境政策と郷鎮

工業の環境対策に関する二つの研究分野から構成されており､それぞれの研究の概略は以

下の通りとなっている｡

実態調査とその分析の一環として､二つの実態調査が実施された｡第一は､前述の荒山

および竹歳が中心となり実施した郷鎮工業を対象とするアンケー ト調査である｡ 予備調査

を含めると優に300社を越える企業からの回答をもとに､主として線形対数分析の統計

手法を用い､郷鎮工業における環境問題の現状､環境対策､環境対策を進めるに当たって

の問題点などを明らかにする試みがなされた｡第二は､静の､国家環境保護局 ･農業部 ･

財政部 ｡国家統計局が共同実施(1996年)した 『全国郷鎮工業汚染源調査資料』に基づく､

郷鎮工業の環境汚染の現状､その産業別の構造､地域分布などについての分析である｡

環境政策と郷鎮工業の環境対策の研究としては､雀が中心となり天津市環境保護局のス

タッフによる天津市の郷鎮企業における環境政策と企業の対応に関する研究がまとめられ

た｡李啓家は､中国における環境立法の現状と展開の方向性についての環境法の観点から

分析を進め､また､李近 順は､持続可能な経済発展の観点から 21世紀に向けての中国の

環境政策についての総括を行った｡吉野は､日本の政府開発援助における対中国の環境o

DAの現状､問題点､今後の方針についての整理を進めた｡

これらの研究成果は､この報告書に学術論文の形でまとめるとともに､より読みやすい

形に整理し可能な限り早い時期に公刊すべく､荒山と辞が中心となり現在準備作業を進め

ている｡

最後となったが､本研究の実施に際して多くの組織 ･機関から協力を賜った｡言うまで

もなく､これらの協力なしにはこの研究を一歩たりとも進めることは不可能であった｡本

報告書にお名前をあげることで感謝の気持ちを表したい｡

研究チームを代表 して

名古屋大学経済学部 荒山裕行
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第 3章 市場経済下における中国環境法制の整備について

天津市環境保護局 雀玉成

ここでは､｢市場経済下における環境(保護)対策｣をテーマに､環境法制の整備を強化す

ることの重要性､および法的対策について検討する｡

1 環境法制の整備

開放経済において､環境法制の整備が､我が国の環境問題を解決する前提条件となる｡

環境法制の強化が必要となる理由は､第一に､環境法制の確立とその発展が､環境問題

の発生を押さえ､経済成長をもたらすことにある｡ 現時点だけを見ると､環境問題のグロ

ーバル化に応じて､環境保護の国際化および環境法律のグローバル化が必要となってきた｡

第二に､市場経済は､ル-ル (法律)に基づく経済連営体制であるために､環境法制の整

備は､市場体制からの｢内的要求｣でもある｡ 市場にある各主体の権利や地位が､法律に基

づいて確認･保護される一方､各主体の経済活動は法律に従って行われなければならない｡

第三に､ある国の環境法システムは､その国の経済体制と整合的なものでなければならな

い｡

｢市場経済体制｣のもとで､環境法制の整備を行 う場合､以下の三点が重要となる｡

1) ｢環境行為の主体化｣

市場経済における経済活動の主体として､個人や企業は､環境行為の中心であり､市場

メカニズムに従って経済活動を行 う｡この主体の行動が､環境に影響を与える｡

2) ｢資源配分の市場化｣

市場メカニズムを原則に進められる､生産活動を行 うための資涯-の開発や配分が､環

境に大きな影響を与える｡

3) ｢市場管理の法律化｣

計画経済体制から市場経済体制への転換に応じて､環境法制の整備が必要となる｡経済

発展が我が国の ｢中心的な任務｣ であるが､持続的な発展を図るために､環境保護が一つ

の｢国家の重点事項｣として強く認識されつつある｡

2 環境法の実行

環境法の実行を強化することが､経済の持続的発展の基本条件である｡

我が国の環境保護に関する法システムは三段階を経て､整備されつつある｡ 第一に､環

境保護-の意識は､部局から全体-､地域から全国へとその範囲を広げた｡第二に､ ｢環

境戦略｣が､単純に環境保護-の気配りから経済成長を支えるような協同的役割を果たす
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ように変化した｡第三に､環境法制が､単一的な汚染防止を目的とするものから､総合的

な環境整備を目的とするものへと変化した｡

しかしながら､工業化に伴い､環境-の汚染と破壊が､以下のような原因で､進行して

おり､経済成長の阻害要因となっているO 第-に､現在の段階では､中国において主な生

産方式は､資源消費型の単純拡大再生産となっている｡ .このため､排気､廃棄物､水汚染

などが､人間の健康､生活にかなり悪い影響を与えている｡第二に､資源開発による生態

系の破壊が､経済発展の制約要因となってきた｡ したがって､環境法制の整備は､｢見え

る手｣といわれる政府のマクロ調節の一環として､三つの観点からその重要性が注目を集

めるようになった｡

1)環境法制は､市場経済を順調に発展させ続けることを保障する手段となる｡

2)環境法制は､資源を合理的に利用させる｢武器｣となる｡

3)環境法制は､経済･社会における各主体の関係を是正するものである｡

3 環境法制の強化

開放経済における環境法制を強化する基本的方向は以下の通りである｡

1)環境保護概念の刷新､環境保護法規の整備を促進すべきである｡

｢計画経済体制｣から｢市場経済体制｣-の転換が進んでいるために､計画経済時代に作ら

れた法システムは､市場メカニズムの導入に対応できるように作り直すべきである｡まず､

｢三つの有利｣の原則､｢生産力の発展に有利､総合国力の発展に有利､人民生活の改善に

有利｣の3原則に従って､持続的な発展の促進と環境保護の両者を有利的に結びつくこと

が重要である｡ 第二に､環境法制には､政府が個人､企業と同様に法律的な責任を受け入

れることが必要である｡第三に､地方における環境問題を確実に解決するめに､地方の法

律権利(立法)をより大きくする必要がある｡第四に､環境部門だけではなく､司法､教育､

研究部門等との協力が必要であり､広大な範囲で､環境に関する法律､研究を展開する必

要がある｡ 他の国や国際機関との交流を通じて､環境法制の整備がより完全なものとなる｡

第五に､環境に関する訴訟権利を適切に拡大し､環境違反者の法的責任を追及する｡

2)環境法の実行を､確実にし､また強化すべきである｡環境法は､客観的､公正的に実

行することが重要である｡

3)環境法規の実行の､制度化をはかるべきである｡

環境法規の実行には､他の法規と比べ､独自の特殊性が存在する｡第一に､環境法律の

実行には､総合性が必要とされる｡ 憲法による環境法､｢全国人民大会｣による環境法律｢規

範｣､国務院による行政規範､国務院に直属の各部門による規定や標準､および地方法規

などは､環境法規の実行の基礎となっており､実行機関は､環境管理部門の他､各級政府

の法律部門､産業管理部門､および人民解放軍が含まれる｡ さらに､実行手段から見ると､

行政手段､市場手段､や法律手段が挙げられる｡第二に､環境法律の実行には､科学 ･技
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術性が重要である｡ 環境保護の標準､環境の観測､個人､企業の環境-の影響に関する評

価等が､科学 ｡技術に基づき実行されねばならない｡第三に､環境法規の実行には､予防

悼-の配慮が必要である｡｢予防為主｣の原則に基づき実施されている｢三同時｣制度や ｢環

境影響評価制度｣ がその代表例である｡第四に､環境法規の実行には､社会性が必要とさ

れる｡ したがって､以下に示すような方策が重要性を増す｡

(1)環境法の行政手段には､一般化と規範化が必要となる｡

(2)環境法の行政管理から行政監督-の転換が必要となる｡

(3)実行機関の内部には､制約 ｡監督の仕組みが必要となる｡

(4)環境管理の強化が必要となる｡

(5)新聞などのマスコミを通じて､民主化を促進すべきである｡
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